
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
八
号 

埼
玉
県
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十

三
号
）
第
十
条
第
一
項
の
知
事
が
告
示
で
定
め
る
者
及
び
同
項
に
規
定
す
る
知
事
が
告
示
で
定
め

る
手
数
料
の
額
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

知
事
が
告
示
で
定
め
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。 

 

イ 

木
竹
の
植
栽
又
は
伐
採
、
有
害
鳥
獣
の
捕
獲
、
工
作
物
の
建
設
に
係
る
業
務
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
業
務
の
た
め
、
埼
玉
県
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
（
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
六
号
）
別
表
に
規
定
す
る
山
岳
の
区
域
（
以
下
「
山

岳
区
域
」
と
い
う
。
）
内
に
立
ち
入
っ
た
者 

 

ロ 

人
命
救
助
に
係
る
活
動
の
た
め
、
山
岳
区
域
内
に
立
ち
入
っ
た
者 

 

ハ 

山
小
屋
の
運
営
又
は
登
山
道
の
整
備
に
係
る
活
動
の
た
め
、
山
岳
区
域
内
に
立
ち
入
っ
た

者 

 

ニ 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
依
頼
に
よ
り
、
動
植
物
又
は
自
然
環
境
の
保
護
に
係
る
活
動
の

た
め
、
山
岳
区
域
内
に
立
ち
入
っ
た
者 

 

ホ 

学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
を

い
う
。
）
の
教
育
活
動
と
し
て
行
う
実
習
そ
の
他
の
活
動
の
た
め
、
山
岳
区
域
内
に
立
ち
入

っ
た
者 

 

へ 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
類
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
者 

二 

知
事
が
告
示
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
よ
る
救
助
一
回
（
救
助
に
係
る
航
空
機
の
運
航
の

開
始
か
ら
救
助
を
要
す
る
者
の
医
療
機
関
そ
の
他
の
場
所
へ
の
搬
送
の
終
了
ま
で
を
も
っ
て
救

助
一
回
と
す
る
。
）
に
つ
き
、
当
該
救
助
に
係
る
航
空
機
の
飛
行
の
時
間
（
当
該
時
間
が
五
分

に
満
た
な
い
場
合
は
五
分
と
し
、
当
該
時
間
が
五
分
を
超
え
る
場
合
で
あ
っ
て
五
分
に
満
た
な

い
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
五
分
ご
と
に
五
千
円
（
た
だ
し
、
一
回
の
救

助
で
複
数
の
者
が
救
助
を
受
け
た
と
き
は
、
救
助
を
受
け
た
者
一
人
に
つ
き
、
当
該
救
助
に
係

る
手
数
料
の
額
を
当
該
救
助
を
受
け
た
者
の
数
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を

生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
）
。 


